
ペイ・ワークス ご利用のお客様へ                                                   2026 年 6 月 17 日 

京葉システム株式会社 

給与計算システム ペイ・ワークス 

社会保険料改定通知書 機能修正パッチについて 

 

日頃より弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。ペイ・ワークスの社会保険料改定通知書

の機能修正パッチにつきましてご案内させていただきます。 

 

記 

ペイ・ワークスのメニュー社会保険料改定通知書につきまして、以下の２点の機能修正を行いました。 

・通知書に表示される健康保険料の調整機能の追加 

・メッセージ書込機能に「子ども子育て支援金」、「健康保険料合計」の書込機能の追加 

 

■通知書に表示される健康保険料の調整機能の追加 

給与計算にて算出される健康保険料につきましては、「令和８年 子ども子育て支援金対応アップデート」

より、以下のように仕様が変更となりました。 

変更前 

健康保険料率×標準報酬月額 

変更後 

「健康保険料合計」―「介護保険料」―「子ども・子育て支援金」 

 

社会保険料改定通知書につきましては、健康保険料は変更前の「健康保険料率×標準報酬月額」で算出さ

れた金額が出力されておりましたが、金額の算出処理を変更後の 

「健康保険料合計」―「介護保険料」―「子ども・子育て支援金」に切り替え可能となります。 

 

[メニュー]―[オプション]に[健康保険料の調整]が追加されます。 

 

 

〇健康保険料合計の端数にあわせて調整する  

給与計算と同様に以下の処理で算出された健康保険料を出力します。  

「健康保険料合計」―「介護保険料」―「子ども・子育て支援金」  

 

〇調整しない 

従来通り「健康保険料率×標準報酬月額」で算出された健康保険料を出力します。  

 

  



 

■メッセージ書込機能に「子ども子育て支援金」、「健康保険料合計」の書込機能の追加 

社会保険料改定通知書に実装されているメッセージ欄への保険料の書込機能にて、「子ども子育て支

援金」、「健康保険料合計」が書込可能となります。 

 

使用可能文字一覧に利用可能な項目が追加されます。  

 

 

 

 

ご不明な点がございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡下さい。 

京葉システムサポートセンター 

043-246-2380   9:00～17:30（平日） 

メールでのお問い合わせ：support@keiyo-system.co.jp 

以上 

mailto:support@keiyo-system.co.jp

